
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  輸入取引と消費税                     

Ｑ：輸入した場合の消費税はどのようにな

るのですか？ 

                                              

Ａ：保税地域から引き取られる外国貨物や

輸入品には、原則として、消費税がかかりま

す。 

【解説】 

消費税は、外国貨物や輸入品を保税地域か

ら引き取る際に課せられ、引き取る者は、そ

の引き取りの時までに輸入申告書を所轄税関

長に提出し、引き取りに係る消費税を納めな

ければなりません。ただし、納税に際し、担

保を提供した場合には、３ヶ月に限り納付期

限を延長することができます。 

消費税の納税義務者は、国内取引のように

事業者に限定されていませんので、個人であ

っても免税事業者であっても、輸入貨物を保

税地域から引き取る者が納税をしなければな

りません。また、通関業者に引取りを委託し

た場合には、通関業務を委託した者が納税義

務者になります。 

輸入に係る消費税がかからないものには、

消費税法で非課税とされるものと輸入品に対

する内国消費税の徴収等に関する法律(輸徴

法)の規定によるものとがあり、次のようなも

のは非課税とされています。 

 【消費税法の規定によるもの】 

有価証券等、印紙、証紙、物品切手等、身

体障害者用物品、教科書用図書 

 【輸徴法の規定によるもの】 

  課税価格が１万円以下の物品、記録文書そ

の他の書類 
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